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〇
復
興
庁
告
示
第
二
号

東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）第
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

令
和
七
年
一
月
二
十
日
付
け
で
認
定
し
た
復
興
推
進
計
画（
田
村
市
復
興
推
進
計
画（
認
定
番
号
福
島
第
百
四
十
七
号
））

に
係
る
指
定
金
融
機
関
を
令
和
七
年
三
月
二
十
五
日
付
け
で
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
告
示
す
る
。

令
和
七
年
四
月
九
日

内
閣
総
理
大
臣

石
破

茂

一

名
称

株
式
会
社
み
ず
ほ
銀
行

二

住
所

東
京
都
千
代
田
区
大
手
町
一
丁
目
五
番
五
号

〇
復
興
庁
告
示
第
三
号

東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）第
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

令
和
七
年
一
月
二
十
日
付
け
で
認
定
し
た
復
興
推
進
計
画（
田
村
市
復
興
推
進
計
画（
認
定
番
号
福
島
第
百
四
十
七
号
））

に
係
る
指
定
金
融
機
関
を
令
和
七
年
三
月
二
十
五
日
付
け
で
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
告
示
す
る
。

令
和
七
年
四
月
九
日

内
閣
総
理
大
臣

石
破

茂

一

名
称

株
式
会
社
三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀
行

二

住
所

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
四
番
五
号

〇
復
興
庁
告
示
第
四
号

東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）第
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

令
和
七
年
一
月
二
十
日
付
け
で
認
定
し
た
復
興
推
進
計
画（
田
村
市
復
興
推
進
計
画（
認
定
番
号
福
島
第
百
四
十
七
号
））

に
係
る
指
定
金
融
機
関
を
令
和
七
年
三
月
二
十
五
日
付
け
で
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
告
示
す
る
。

令
和
七
年
四
月
九
日

内
閣
総
理
大
臣

石
破

茂

一

名
称

株
式
会
社
横
浜
銀
行

二

住
所

横
浜
市
西
区
み
な
と
み
ら
い
三
丁
目
一
番
一
号

〇
復
興
庁
告
示
第
五
号

東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）第
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

令
和
七
年
一
月
二
十
日
付
け
で
認
定
し
た
復
興
推
進
計
画（
田
村
市
復
興
推
進
計
画（
認
定
番
号
福
島
第
百
四
十
七
号
））

に
係
る
指
定
金
融
機
関
を
令
和
七
年
三
月
二
十
五
日
付
け
で
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
告
示
す
る
。

令
和
七
年
四
月
九
日

内
閣
総
理
大
臣

石
破

茂

一

名
称

株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫

二

住
所

東
京
都
中
央
区
八
重
洲
二
丁
目
十
番
十
七
号

〇
復
興
庁
告
示
第
六
号

東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）第
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

令
和
七
年
一
月
二
十
日
付
け
で
認
定
し
た
復
興
推
進
計
画（
広
野
町
復
興
推
進
計
画（
認
定
番
号
福
島
第
百
四
十
九
号
））

に
係
る
指
定
金
融
機
関
を
令
和
七
年
三
月
二
十
五
日
付
け
で
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
告
示
す
る
。

令
和
七
年
四
月
九
日

内
閣
総
理
大
臣

石
破

茂

一

名
称

株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫

二

住
所

東
京
都
中
央
区
八
重
洲
二
丁
目
十
番
十
七
号

〇
外
務
省
告
示
第
百
二
十
八
号

国
会
議
事
堂
等
周
辺
地
域
及
び
外
国
公
館
等
周
辺
地
域
の
静
穏
の
保
持
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
九

十
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
左
記
の
地
域
を
「
外
国
公
館
等
周
辺
地
域
」
と
し
て
指
定
す
る
。

令
和
七
年
四
月
九
日

外
務
大
臣

岩
屋

毅

〔
そ
の
他
告
示
〕

〇
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
第
四
十

四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
金
融
機
関

を
指
定
し
た
件
（
復
興
庁
二
〜
六
）

〇
国
会
議
事
堂
等
周
辺
地
域
及
び
外
国
公
館

等
周
辺
地
域
の
静
穏
の
保
持
に
関
す
る
法

律
に
基
づ
く
告
示
（
外
務
一
二
八
）

〇
特
定
水
産
資
源
（
ま
さ
ば
及
び
ご
ま
さ
ば

太
平
洋
系
群
、
ま
さ
ば
対
馬
暖
流
系
群
及

び
ご
ま
さ
ば
東
シ
ナ
海
系
群
、
ず
わ
い
が

に
太
平
洋
北
部
系
群
、
ず
わ
い
が
に
日
本

海
系
群
Ａ
海
域
、
ず
わ
い
が
に
日
本
海
系

群
Ｂ
海
域
、
ず
わ
い
が
に
北
海
道
西
部
系

群
、
ず
わ
い
が
に
オ
ホ
ー
ツ
ク
海
南
部
、

ま
だ
ら
本
州
太
平
洋
北
部
系
群
、
ま
だ
ら

本
州
日
本
海
北
部
系
群
、
ま
だ
ら
北
海
道

太
平
洋
並
び
に
ま
だ
ら
北
海
道
日
本
海
）

に
関
す
る
令
和
六
管
理
年
度
に
お
け
る
漁

業
法
第
十
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
数

量
を
公
表
す
る
件
の
一
部
を
変
更
す
る
件

（
農
林
水
産
五
六
一
）

〇
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
件

（
同
五
六
二
〜
五
七
五
）

〇
海
上
に
お
け
る
射
撃
訓
練
を
実
施
す
る
件

（
防
衛
八
二
〜
八
六
）

〇
都
市
計
画
に
関
す
る
件

（
中
国
地
方
整
備
局
三
八
）

〔
国
会
事
項
〕

〔
人
事
異
動
〕

内
閣

〔
叙
位
・
叙
勲
〕

〔
官
庁
報
告
〕

官
庁
事
項

北
海
道
開
発
局
公
示
（
北
海
道
開
発
局
）

〔
公

告
〕

諸
事
項

官
庁三

養
基
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
関
係

裁
判
所

相
続
、
失
踪
、
除
権
決
定
、
破
産
、免
責
、

再
生
関
係

会
社
そ
の
他





一

在
名
古
屋
中
華
人
民
共
和
国
総
領
事
館
周
辺
地
域

期

間

令
和
七
年
五
月
二
日
か
ら
令
和
八
年
五
月
一
日
ま
で

地

域

名
古
屋
市
東
区

泉
一
丁
目
（
十
八
番
か
ら
二
十
一
番
ま
で
）

泉
二
丁
目
（
十
九
番
か
ら
二
十
九
番
ま
で
）

泉
三
丁
目
（
十
九
番
か
ら
三
十
一
番
ま
で
）

東
桜
一
丁
目
（
四
番
か
ら
八
番
ま
で
、
十
三
番
及
び
十
四
番
）

東
桜
二
丁
目
（
一
番
か
ら
十
七
番
ま
で
）

側
端
の
一
方
の
み
が
右
の
区
域
に
含
ま
れ
る
道
路
の
区
間
の
う
ち
当
該
区
域
に
含
ま
れ
な
い
道

路
の
部
分
及
び
側
端
の
少
な
く
と
も
一
方
が
右
の
区
域
に
接
す
る
道
路
の
区
間
並
び
に
こ
れ
ら
の

道
路
の
区
間
に
接
す
る
交
差
点
。

二

在
札
幌
中
華
人
民
共
和
国
総
領
事
館
周
辺
地
域

期

間

令
和
七
年
五
月
十
二
日
か
ら
令
和
八
年
五
月
十
一
日
ま
で

地

域

札
幌
市
中
央
区

南
九
条
西
二
十
三
丁
目
（
四
番
）

南
十
条
西
二
十
三
丁
目

南
十
一
条
西
二
十
一
丁
目
（
二
番
及
び
三
番
）

南
十
一
条
西
二
十
二
丁
目

南
十
一
条
西
二
十
三
丁
目

南
十
二
条
西
二
十
一
丁
目

南
十
二
条
西
二
十
二
丁
目

南
十
二
条
西
二
十
三
丁
目

南
十
三
条
西
二
十
一
丁
目

南
十
三
条
西
二
十
二
丁
目

南
十
三
条
西
二
十
三
丁
目

南
十
四
条
西
十
八
丁
目
（
四
番
か
ら
六
番
ま
で
）

南
十
四
条
西
十
九
丁
目

南
十
五
条
西
十
九
丁
目

伏
見
一
丁
目

伏
見
二
丁
目
（
一
番
か
ら
五
番
ま
で
）

旭
ヶ
丘
一
丁
目
（
三
番
、
七
番
か
ら
十
一
番
ま
で
及
び
十
三
番
）

旭
ヶ
丘
二
丁
目

旭
ヶ
丘
三
丁
目

旭
ヶ
丘
四
丁
目

旭
ヶ
丘
五
丁
目

旭
ヶ
丘
六
丁
目
（
一
番
）

側
端
の
一
方
の
み
が
右
の
区
域
に
含
ま
れ
る
道
路
（
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百

五
号
）
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
道
路
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
区
間
の
う
ち
当
該
区

域
に
含
ま
れ
な
い
道
路
の
部
分
及
び
側
端
の
少
な
く
と
も
一
方
が
右
の
区
域
に
接
す
る
道
路
の
区

間
並
び
に
こ
れ
ら
の
道
路
の
区
間
に
接
す
る
交
差
点
。

三

在
大
阪
中
華
人
民
共
和
国
総
領
事
館
周
辺
地
域

期

間

令
和
七
年
五
月
十
二
日
か
ら
令
和
八
年
五
月
十
一
日
ま
で

地

域

大
阪
市
西
区

江
戸
堀
二
丁
目
（
四
番
か
ら
八
番
ま
で
）

江
戸
堀
三
丁
目

京
町
堀
二
丁
目
（
五
番
か
ら
十
四
番
ま
で
）

京
町
堀
三
丁
目

靱
本
町
二
丁
目

靱
本
町
三
丁
目

西
本
町
二
丁
目

西
本
町
三
丁
目

江
之
子
島
一
丁
目

江
之
子
島
二
丁
目

阿
波
座
二
丁
目
（
二
番
か
ら
四
番
ま
で
）

立
売
堀
二
丁
目
（
二
番
、
三
番
及
び
五
番
）

立
売
堀
三
丁
目
（
一
番
か
ら
三
番
ま
で
及
び
六
番
か
ら
八
番
ま
で
）

立
売
堀
四
丁
目
（
一
番
か
ら
四
番
ま
で
及
び
六
番
か
ら
十
一
番
ま
で
）

立
売
堀
五
丁
目
（
一
番
か
ら
六
番
ま
で
）

立
売
堀
六
丁
目
（
一
番
か
ら
三
番
ま
で
、
五
番
及
び
七
番
か
ら
九
番
ま
で
）

側
端
の
一
方
の
み
が
右
の
区
域
に
含
ま
れ
る
道
路
（
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百

五
号
）
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
道
路
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
区
間
の
う
ち
当
該
区

域
に
含
ま
れ
な
い
道
路
の
部
分
及
び
側
端
の
少
な
く
と
も
一
方
が
右
の
区
域
に
接
す
る
道
路
の
区

間
並
び
に
こ
れ
ら
の
道
路
の
区
間
に
接
す
る
交
差
点
。
た
だ
し
、
府
道
大
阪
伊
丹
線
を
除
く
。

四

在
福
岡
中
華
人
民
共
和
国
総
領
事
館
周
辺
地
域

期

間

令
和
七
年
五
月
十
二
日
か
ら
令
和
八
年
五
月
十
一
日
ま
で

地

域

福
岡
市
中
央
区

地
行
浜
一
丁
目

地
行
二
丁
目

地
行
三
丁
目

地
行
四
丁
目
（
七
番
か
ら
十
八
番
ま
で
）

福
岡
市
早
良
区

百
道
浜
一
丁
目
（
一
番
）

西
新
二
丁
目
（
一
番
か
ら
三
番
ま
で
及
び
十
二
番
か
ら
二
十
四
番
ま
で
）

樋
井
川
の
新
今
川
橋
か
ら
よ
か
ト
ピ
ア
橋
で
囲
ま
れ
た
河
川
区
域
（
河
川
法
第
六
条
に
規
定
す

る
河
川
区
域
）
及
び
同
河
川
区
域
に
架
か
る
橋
梁
の
部
分
。
た
だ
し
、
新
今
川
橋
橋
梁
部
分
を
除

く
。
側
端
の
一
方
の
み
が
右
の
区
域
に
含
ま
れ
る
道
路
（
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第

百
五
号
）
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
道
路
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
区
間
の
う
ち
当
該

区
域
に
含
ま
れ
な
い
道
路
の
部
分
及
び
側
端
の
少
な
く
と
も
一
方
が
右
の
区
域
に
接
す
る
道
路
の

区
間
並
び
に
こ
れ
ら
の
道
路
の
区
間
に
接
す
る
交
差
点
。
た
だ
し
、
地
行
二
丁
目
及
び
西
新
二
丁

目
に
接
す
る
一
級
市
道
千
代
今
宿
線
道
路
部
分
及
び
道
路
の
区
間
に
接
す
る
交
差
点
部
分
を
除

く
。

令和年月日 水曜日 第号官 報 



五 在 長 崎 中 華 人 民 共 和 国 総 領 事 館 周 辺 地 域

期 間 令 和 七 年 五 月 十 二 日 か ら 令 和 八 年 五 月 十 一 日 ま で

地 域 長 崎 市 本 尾 町 （ 一 番 か ら 三 番 ま で ）

上 野 町

本 原 町

大 橋 町 （ 一 番 、 二 番 及 び 二 十 一 番 ）

橋 口 町

岡 町
松 山 町 （ 七 番 か ら 九 番 ま で ）

平 和 町 （ 二 番 か ら 七 番 ま で 、 九 番 か ら 十 二 番 ま で 及 び 十 五 番 か ら

二 十 八 番 ま で ）

側 端 の 一 方 の み が 右 の 区 域 に 含 ま れ る 道 路 （ 道 路 交 通 法 （ 昭 和 三 十 五 年 法 律 第 百

五 号 ） 第 二 条 第 一 項 第 一 号 に 規 定 す る 道 路 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 区 間 の う ち 当 該 区

域 に 含 ま れ な い 道 路 の 部 分 及 び 側 端 の 少 な く と も 一 方 が 右 の 区 域 に 接 す る 道 路 の 区

間 並 び に こ れ ら の 道 路 の 区 間 に 接 す る 交 差 点 。

次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 （ 以 下 「 傍 線 部 分 」 と い う 。 ） で こ れ に 対

応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 部 分 が あ る も の は 、 こ れ を 当 該 傍 線 部 分 の よ う に 改 め る 。

改 正 後 改 正 前

まさば及びごまさば太平洋系群、まさば対
馬暖流系群及びごまさば東シナ海系群、ずわ
いがに太平洋北部系群、ずわいがに日本海系
群Ａ海域、ずわいがに日本海系群Ｂ海域、ず
わいがに北海道西部系群、ずわいがにオホー
ツク海南部、まだら本州太平洋北部系群、ま
だら本州日本海北部系群、まだら北海道太平
洋並びにまだら北海道日本海に関する令和６
管理年度（令和６年７月１日から令和７年６
月30日までの期間をいう。）における漁業法
（以下「法」という。）第15条第１項各号に掲
げる数量は、次のとおりとする。

まさば及びごまさば太平洋系群、まさば対
馬暖流系群及びごまさば東シナ海系群、ずわ
いがに太平洋北部系群、ずわいがに日本海系
群Ａ海域、ずわいがに日本海系群Ｂ海域、ず
わいがに北海道西部系群、ずわいがにオホー
ツク海南部、まだら本州太平洋北部系群、ま
だら本州日本海北部系群、まだら北海道太平
洋並びにまだら北海道日本海に関する令和６
管理年度（令和６年７月１日から令和７年６
月30日までの期間をいう。）における漁業法
（以下「法」という。）第15条第１項各号に掲
げる数量は、次のとおりとする。

第一 （略） 第一 （略）

第二 まさば対馬暖流系群及びごまさば東シ
ナ海系群

第二 まさば対馬暖流系群及びごまさば東シ
ナ海系群

一 （略） 一 （略）
二 都道府県別漁獲可能量（法第15条第１
項第２号関係）

二 都道府県別漁獲可能量（法第15条第１
項第２号関係）

法第15条第１項第２号の都道府県別漁
獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道
府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げ
る数量とする。

法第15条第１項第２号の都道府県別漁
獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道
府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げ
る数量とする。

都道府県 都道府県別漁獲可能量 都道府県 都道府県別漁獲可能量

（略） （略） （略） （略）

石川県 9700


石川県 9000


（略） （略） （略） （略）

島根県 30700


島根県 27400


（略） （略） （略） （略）

長崎県 45700


長崎県 42100


（略） （略） （略） （略）

（単位：トン） （単位：トン）

三 大臣管理漁獲可能量（法第15条第１項
第３号関係）

三 大臣管理漁獲可能量（法第15条第１項
第３号関係）

法第15条第１項第３号の大臣管理漁獲
可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管
理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲
げる数量とする。

法第15条第１項第３号の大臣管理漁獲
可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管
理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲
げる数量とする。

大臣管理区分 大臣管理漁獲可能量 大臣管理区分 大臣管理漁獲可能量

まさば対馬暖
流系群及びご
まさば東シナ
海系群大中型
まき網漁業

118000


まさば対馬暖
流系群及びご
まさば東シナ
海系群大中型
まき網漁業

108800


（略） （略） （略） （略）

第三～第十一 （略） 第三～第十一 （略）

（単位：トン） （単位：トン）

令
和

年

月

日
水
曜
日

第




号

官
報

〇 農 林 水 産 省 告 示 第 五 百 六 十 一 号

漁 業 法 （ 昭 和 二 十 四 年 法 律 第 二 百 六 十 七 号 ） 第 十 五 条 第 六 項 の 規 定 に 基 づ き 、 令 和 六 年 六 月 四 日 農

林 水 産 省 告 示 第 千 百 号 （ 特 定 水 産 資 源 （ ま さ ば 及 び ご ま さ ば 太 平 洋 系 群 、 ま さ ば 対 馬 暖 流 系 群 及 び ご

ま さ ば 東 シ ナ 海 系 群 、 ず わ い が に 太 平 洋 北 部 系 群 、 ず わ い が に 日 本 海 系 群 Ａ 海 域 、 ず わ い が に 日 本 海

系 群 Ｂ 海 域 、 ず わ い が に 北 海 道 西 部 系 群 、 ず わ い が に オ ホ ー ツ ク 海 南 部 、 ま だ ら 本 州 太 平 洋 北 部 系 群 、

ま だ ら 本 州 日 本 海 北 部 系 群 、 ま だ ら 北 海 道 太 平 洋 並 び に ま だ ら 北 海 道 日 本 海 ） に 関 す る 令 和 六 管 理 年

度 に お け る 漁 業 法 第 十 五 条 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 数 量 を 公 表 す る 件 ） の 一 部 を 次 の よ う に 変 更 し た の で 、

同 条 第 六 項 に お い て 準 用 す る 同 条 第 五 項 の 規 定 に 基 づ き 、 次 の と お り 公 表 す る 。

令 和 七 年 四 月 九 日 農 林 水 産 大 臣 江 藤 拓





令和年月日 水曜日 第号官 報

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
五
百
六
十
八
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

三
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の

指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
。

令
和
七
年
四
月
九
日

農
林
水
産
大
臣

江
藤

拓

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

長
野
県
伊
那
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の

防
備

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
五
百
六
十
二
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

三
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の

指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
。

令
和
七
年
四
月
九
日

農
林
水
産
大
臣

江
藤

拓

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場

所

兵
庫
県
多
可
郡
多
可
町
加
美
区
鳥
羽
字
森
垣
内

七
七
五
の
一
、
七
七
五
の
四
、
七
七
五
の
八
か
ら
七

七
五
の
一
〇
ま
で
、
七
七
五
の
一
三
、
七
七
五
の
一

四
、
七
七
五
の
一
六
、
七
七
五
の
一
八
、
七
七
五
の

二
四
、
七
七
五
の
二
六
、
七
七
五
の
二
七
、
七
七
五

の
二
九

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵か
ん

養

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立

木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢

以
上
の
も
の
と
す
る
。

間
伐
に
係
る
森
林
は
、次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期

間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

二

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場

所

兵
庫
県
多
可
郡
多
可
町
加
美
区
鳥
羽
字
森
垣
内

七
七
五
の
一

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出

の
防
備

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立

木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢

以
上
の
も
の
と
す
る
。

間
伐
に
係
る
森
林
は
、次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期

間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
兵

庫
県
庁
及
び
多
可
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

る
。）

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
五
百
六
十
三
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

三
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の

指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
。

令
和
七
年
四
月
九
日

農
林
水
産
大
臣

江
藤

拓

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

和
歌
山
県
海
草
郡
紀
美
野
町
（
次
の
図
に
示
す
部
分

に
限
る
。）

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵か
ん

養

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木

は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の

も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間

及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ

の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
和
歌
山
県
庁
及
び
紀
美
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
五
百
六
十
四
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

三
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の

指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
。

令
和
七
年
四
月
九
日

農
林
水
産
大
臣

江
藤

拓

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

和
歌
山
県
新
宮
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の

防
備

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木

は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の

も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間

及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ

の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
和
歌
山
県
庁
及
び
新
宮
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
五
百
六
十
五
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

三
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の

指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
。

令
和
七
年
四
月
九
日

農
林
水
産
大
臣

江
藤

拓

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

和
歌
山
県
田
辺
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵か
ん

養

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木

は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の

も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間

及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ

の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
和
歌
山
県
庁
及
び
田
辺
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
五
百
六
十
六
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

三
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の

指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
。

令
和
七
年
四
月
九
日

農
林
水
産
大
臣

江
藤

拓

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

長
野
県
須
坂
市
（
国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に

限
る
。）、
須
坂
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の

防
備

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ

る
。須

坂
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

２

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐

採
種
を
定
め
な
い
。

３

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木

は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の

も
の
と
す
る
。

４

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間

及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ

の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
長
野
県
庁
及
び
須
坂
市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
五
百
六
十
七
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

三
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の

指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
。

令
和
七
年
四
月
九
日

農
林
水
産
大
臣

江
藤

拓

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

長
野
県
諏
訪
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の

防
備

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
立
木
の

伐
採
を
禁
止
す
る
。

諏
訪
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

２

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ

る
。諏

訪
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

３

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐

採
種
を
定
め
な
い
。

４

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木

は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の

も
の
と
す
る
。

５

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間

及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ

の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
長
野
県
庁
及
び
諏
訪
市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）





令和年月日 水曜日 第号官 報
三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ

る
。伊

那
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

２

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐

採
種
を
定
め
な
い
。

３

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木

は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の

も
の
と
す
る
。

４

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間

及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ

の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
長
野
県
庁
及
び
伊
那
市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
五
百
六
十
九
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

三
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の

指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
。

令
和
七
年
四
月
九
日

農
林
水
産
大
臣

江
藤

拓

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

長
野
県
大
町
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の

防
備

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木

は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の

も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ

の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
長
野
県
庁
及
び
大
町
市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
五
百
七
十
一
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

三
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の

指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
。

令
和
七
年
四
月
九
日

農
林
水
産
大
臣

江
藤

拓

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

長
野
県
長
野
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
崩
壊
の

防
備

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木

は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の

も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ

の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
長
野
県
庁
及
び
長
野
市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
五
百
七
十
四
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

三
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の

指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
。

令
和
七
年
四
月
九
日

農
林
水
産
大
臣

江
藤

拓

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

愛
知
県
小
牧
市
大
字
林
字
新
池
一
六
七
七
、
一
六
七

八
の
一
、一
六
七
八
の
六
か
ら
一
六
七
八
の
一
一
ま
で
、

一
六
七
九
、一
六
八
〇
の
一
か
ら
一
六
八
〇
の
三
ま
で
、

一
六
八
〇
の
五
、
字
鳥
坂
一
五
四
三
の
一
、
一
五
四
三

の
四
、
一
五
四
三
の
六
か
ら
一
五
四
三
の
八
ま
で
、
一

五
四
七
の
一
、
字
丸
山
一
八
二
六
の
五
、
一
八
二
六
の

七
、
一
八
二
六
の
八
、
字
元
地
一
五
五
四
の
一
、
一
五

五
四
の
二
、
一
五
五
五
、
一
五
五
六
の
一
か
ら
一
五
五

六
の
四
ま
で
、
一
五
八
六
の
二
か
ら
一
五
八
六
の
四
ま

で
、
一
五
八
七
、
一
五
八
八
の
一
か
ら
一
五
八
八
の
三

ま
で
、
一
六
三
一
の
二
か
ら
一
六
三
一
の
六
ま
で
、
一

六
三
一
の
八
か
ら
一
六
三
一
の
一
一
ま
で
、一
六
五
三
、

一
六
五
四

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の

防
備

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木

は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の

も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
愛

知
県
庁
及
び
小
牧
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

る
。）

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
五
百
七
十
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

三
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の

指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
。

令
和
七
年
四
月
九
日

農
林
水
産
大
臣

江
藤

拓

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

長
野
県
下
伊
那
郡
大
鹿
村
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に

限
る
。）

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
崩
壊
の

防
備

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木

は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の

も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ

の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
長
野
県
庁
及
び
大
鹿
村
役
場
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
五
百
七
十
二
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

三
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の

指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
。

令
和
七
年
四
月
九
日

農
林
水
産
大
臣

江
藤

拓

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

長
野
県
上
伊
那
郡
箕
輪
町
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に

限
る
。）

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の

防
備

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ

る
。箕

輪
町
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

２

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐

採
種
を
定
め
な
い
。

３

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木

は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の

も
の
と
す
る
。

４

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間

及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ

の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
長
野
県
庁
及
び
箕
輪
町
役
場
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
五
百
七
十
三
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

三
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の

指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
。

令
和
七
年
四
月
九
日

農
林
水
産
大
臣

江
藤

拓

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

愛
知
県
瀬
戸
市
八
床
町
四
の
一
、
四
の
三
二
、
上
半

田
川
町
一
二
八
一
の
四
・
一
二
八
一
の
五
・
一
二
八
六

の
一
一
（
以
上
三
筆
国
有
林
）、
四
四
七
の
一
、
一
〇

八
一
の
三
六
、
一
一
一
二
の
二
、
一
一
一
七
、
一
一
二

〇
、
一
一
二
六
の
二
、
一
一
三
二
の
三
、
一
一
三
六
、

一
一
三
七
の
二
、
一
一
四
二
の
一
、
一
一
四
三
の
一
、

一
一
六
一
の
一
、
一
一
八
三
の
四
、
一
二
二
三
、
一
二

二
六
の
二
、
一
二
三
一
の
三
、
一
二
三
七
、一
二
五
五
、

一
二
五
六
、
一
二
六
二
、
一
二
六
五
、
一
二
六
六
、
一

二
七
四
、
一
二
七
七
の
二
、
一
二
七
七
の
六
、
一
二
七

七
の
七
、
一
二
七
七
の
一
三
、
一
二
七
七
の
一
六
、
一

二
七
七
の
二
五
、
一
二
七
七
の
二
六
、一
二
八
一
の
二
、

一
二
八
六
の
八
、
一
二
九
三
の
一
、
一
二
九
四
の
一
、

一
二
九
八
の
一
、
一
三
〇
五
、
一
三
〇
五
の
二
、
一
三

〇
五
の
四

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の

防
備

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木

は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の

も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間

及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
愛

知
県
庁
及
び
瀬
戸
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

る
。）





令和年月日 水曜日 第号官 報
〇
農
林
水
産
省
告
示
第
五
百
七
十
五
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

三
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の

指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
。

令
和
七
年
四
月
九
日

農
林
水
産
大
臣

江
藤

拓

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場

所

鳥
取
県
八
頭
郡
八
頭
町
姫
路
字
下
モ
山
七
一

二
、
落
岩
字
三
山
口
七
一
七
の
一
二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵か
ん

養

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立

木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢

以
上
の
も
の
と
す
る
。

間
伐
に
係
る
森
林
は
、次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期

間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

二

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場

所

鳥
取
県
八
頭
郡
八
頭
町
大
門
字
大
光
寺
口
一
三

一
、
一
三
四
の
一
、
一
三
四
の
二
、
字
大
光
寺
一
四

三
、
八
二
一

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出

の
防
備

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立

木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢

以
上
の
も
の
と
す
る
。

間
伐
に
係
る
森
林
は
、次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期

間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
鳥

取
県
庁
及
び
八
頭
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

る
。）

〇
防
衛
省
告
示
第
八
十
二
号

海
上
に
お
け
る
射
撃
訓
練
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

令
和
七
年
四
月
九
日

防
衛
大
臣

中
谷

元

日

時

令
和
七
年
四
月
十
四
日
か
ら
同
月
十
八
日
及
び

同
月
二
十
日
の
毎
日
〇
七
〇
〇
か
ら
二
一
〇
〇

ま
で

区

域

若
狭
湾
北
方
の
次
の

か
ら

ま
で
の
四
地
点

を
順
次
結
ん
だ
線
並
び
に

及
び

の
二
地
点

を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
る
海
面
並
び
に
そ

の
上
空
で
海
面
か
ら
高
度
一
五
、
二
四
〇
メ
ー

ト
ル
以
下
ま
で
の
間

北
緯
三
七
度
〇
〇
分
一
一
秒

東
経
一
三
四
度
五
九
分
五
〇
秒

北
緯
三
七
度
二
二
分
一
一
秒

東
経
一
三
五
度
三
九
分
四
九
秒

北
緯
三
七
度
〇
二
分
一
一
秒

東
経
一
三
五
度
三
九
分
四
九
秒

北
緯
三
六
度
四
〇
分
一
一
秒

東
経
一
三
四
度
五
九
分
五
〇
秒

実
施
艦

自
衛
艦
九
隻

そ
の
他

一

射
撃
訓
練
は
、
前
記
区
域
に
航
空
機
が
存

在
し
な
い
こ
と
、
ま
た
、
射
撃
海
面
に
船
舶

等
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
確
認
し
な
が
ら
実

施
す
る
。

二

実
施
中
は
、
実
施
艦
に
「
Ｂ
」
旗
を
掲
揚

す
る
。

三

前
記
区
域
の
各
点
の
経
緯
度
は
、
世
界
測

地
系
の
数
値
で
あ
る
。

〇
防
衛
省
告
示
第
八
十
三
号

海
上
に
お
け
る
射
撃
訓
練
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

令
和
七
年
四
月
九
日

防
衛
大
臣

中
谷

元

日

時

令
和
七
年
四
月
十
六
日
か
ら
同
月
二
十
日
（
予

備
、
同
月
十
四
日
及
び
同
月
十
五
日
）
ま
で
の

間
、
毎
日
〇
六
〇
〇
か
ら
二
〇
〇
〇
ま
で

区

域

沖
縄
島
東
方
の
次
の

か
ら

ま
で
の
四
地
点

を
順
次
結
ん
だ
線
並
び
に

及
び

の
二
地
点

を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
る
海
面
並
び
に
そ

の
上
空
で
海
面
か
ら
高
度
三
〇
、
四
八
〇
メ
ー

ト
ル
以
下
ま
で
の
間

北
緯
二
六
度
二
三
分
一
四
秒

東
経
一
二
八
度
一
九
分
五
三
秒

北
緯
二
七
度
〇
六
分
一
四
秒

東
経
一
二
九
度
〇
九
分
五
二
秒

北
緯
二
七
度
〇
六
分
一
四
秒

東
経
一
三
〇
度
五
九
分
五
二
秒

北
緯
二
六
度
一
〇
分
一
五
秒

東
経
一
三
〇
度
五
九
分
五
二
秒

実
施
艦

自
衛
艦
十
三
隻

そ
の
他

一

射
撃
訓
練
は
、
前
記
区
域
に
航
空
機
が
存

在
し
な
い
こ
と
、
ま
た
、
射
撃
海
面
に
船
舶

等
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
確
認
し
な
が
ら
実

施
す
る
。

二

実
施
中
は
、
実
施
艦
に
「
Ｂ
」
旗
を
掲
揚

す
る
。

三

前
記
区
域
の
各
点
の
経
緯
度
は
、
世
界
測

地
系
の
数
値
で
あ
る
。

〇
防
衛
省
告
示
第
八
十
四
号

海
上
に
お
け
る
射
撃
訓
練
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

令
和
七
年
四
月
九
日

防
衛
大
臣

中
谷

元

日

時

令
和
七
年
四
月
二
十
日
の
〇
八
〇
〇
か
ら
一
七

〇
〇
ま
で

区

域

五
島
列
島
南
方
の
次
の
経
緯
度
線
に
よ
り
囲
ま

れ
る
海
面
及
び
そ
の
上
空
で
海
面
か
ら
高
度
一

五
、
二
四
〇
メ
ー
ト
ル
以
下
ま
で
の
間

北
緯
三
二
度
二
〇
分
一
二
秒

北
緯
三
一
度
四
七
分
一
二
秒

東
経
一
二
八
度
四
五
分
五
二
秒

東
経
一
二
九
度
〇
九
分
五
二
秒

実
施
艦

自
衛
艦
九
隻

そ
の
他

一

射
撃
訓
練
は
、
前
記
区
域
に
航
空
機
が
存

在
し
な
い
こ
と
、
ま
た
、
射
撃
海
面
に
船
舶

等
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
確
認
し
な
が
ら
実

施
す
る
。

二

実
施
中
は
、
実
施
艦
に
「
Ｂ
」
旗
を
掲
揚

す
る
。

三

前
記
区
域
の
経
緯
度
は
、
世
界
測
地
系
の

数
値
で
あ
る
。

〇
防
衛
省
告
示
第
八
十
五
号

海
上
に
お
け
る
射
撃
訓
練
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

令
和
七
年
四
月
九
日

防
衛
大
臣

中
谷

元

日

時

令
和
七
年
四
月
二
十
日
の
〇
七
〇
〇
か
ら
二
一

〇
〇
ま
で

区

域

津
軽
海
峡
東
方
の
北
緯
四
一
度
二
〇
分
一
〇

秒
、
東
経
一
四
二
度
二
九
分
四
七
秒
の
地
点
を

中
心
と
す
る
半
径
十
五
海
里
の
円
内
の
海
面
及

び
そ
の
上
空
で
海
面
か
ら
高
度
三
、
〇
四
八

メ
ー
ト
ル
以
下
ま
で
の
間

実
施
艦

自
衛
艦
九
隻

そ
の
他

一

射
撃
訓
練
は
、
前
記
区
域
に
航
空
機
が
存

在
し
な
い
こ
と
、
ま
た
、
射
撃
海
面
に
船
舶

等
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
確
認
し
な
が
ら
実

施
す
る
。

二

実
施
中
は
、
実
施
艦
に
「
Ｂ
」
旗
を
掲
揚

す
る
。

三

前
記
区
域
の
地
点
の
経
緯
度
は
、
世
界
測

地
系
の
数
値
で
あ
る
。

〇
防
衛
省
告
示
第
八
十
六
号

海
上
に
お
け
る
射
撃
訓
練
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

令
和
七
年
四
月
九
日

防
衛
大
臣

中
谷

元

日

時

令
和
七
年
四
月
二
十
日
の
〇
七
〇
〇
か
ら
二
一

〇
〇
ま
で

区

域

津
軽
海
峡
西
方
の
北
緯
四
〇
度
五
五
分
〇
九

秒
、
東
経
一
三
九
度
〇
四
分
四
八
秒
の
地
点
を

中
心
と
す
る
半
径
十
海
里
の
円
内
の
海
面
及
び

そ
の
上
空
で
海
面
か
ら
高
度
一
五
、
二
四
〇

メ
ー
ト
ル
以
下
ま
で
の
間

実
施
艦

自
衛
艦
九
隻

そ
の
他

一

射
撃
訓
練
は
、
前
記
区
域
に
航
空
機
が
存

在
し
な
い
こ
と
、
ま
た
、
射
撃
海
面
に
船
舶

等
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
確
認
し
な
が
ら
実

施
す
る
。

二

実
施
中
は
、
実
施
艦
に
「
Ｂ
」
旗
を
掲
揚

す
る
。

三

前
記
区
域
の
地
点
の
経
緯
度
は
、
世
界
測

地
系
の
数
値
で
あ
る
。

〇
中
国
地
方
整
備
局
告
示
第
三
十
八
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
道
路
事
業
の
施
行
に
つ
い

て
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
四
月
九
日

中
国
地
方
整
備
局
長

林

正
道

一

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

広
島
圏
都
市
計
画
道
路
事
業
一
・
四
・
〇
〇
一
号
広
島
南
道
路
及
び
広
島
圏

都
市
計
画
道
路
事
業
三
・
三
・
〇
〇
二
号
庚
午
地
御
前
線

二

施
行
者
の
名
称

国
土
交
通
大
臣

三

事
務
所
の
所
在
地

広
島
県
広
島
市
南
区
東
雲
二
丁
目
一
三
番
二
八
号
（
国
土
交
通
省
中
国
地
方
整
備
局
広
島
国

道
事
務
所
）

四

事
業
地
の
所
在

収
用
の
部
分

広
島
県
廿
日
市
市
串
戸
一
丁
目
、
地
御
前
一
丁
目
、
地
御
前
二
丁
目
、
地
御
前
三
丁
目
、
宮
内
及
び

地
御
前
北
一
丁
目
地
内

使
用
の
部
分

広
島
県
廿
日
市
市
木
材
港
南
、
下
平
良
二
丁
目
、
串
戸
一
丁
目
、
地
御
前
一
丁
目
、地
御
前
二
丁
目
、

地
御
前
三
丁
目
、
宮
内
及
び
地
御
前
北
一
丁
目
地
内





国
会
事
項

人
事
異
動

叙
位
・
叙
勲

官
庁
報
告

令和年月日 水曜日 第号官 報

衆

議

院

質
問
書
提
出

四
月
七
日
議
員
か
ら
提
出
し
た
質
問
主
意
書
は
次
の
と

お
り
で
あ
る
。

防
災
省
の
設
立
と
民
間
の
防
災
士
制
度
の
連
携
・
共
存

に
関
す
る
質
問
主
意
書
（

幡
愛
提
出
）

質
問
書
転
送

四
月
七
日
次
の
質
問
主
意
書
を
内
閣
に
転
送
し
た
。

沖
縄
に
お
け
る
米
兵
に
よ
る
事
件
事
故
等
に
関
す
る
再

質
問
主
意
書

中
国
の
国
防
七
校
と
わ
が
国
の
大
学
と
の
提
携
に
関
す

る
質
問
主
意
書

高
額
療
養
費
制
度
の
見
直
し
に
関
す
る
質
問
主
意
書

議
事
日
程

四
月
八
日
の
議
事
日
程
は
次
の
と
お
り
。

議
事
日
程

第
十
五
号

令
和
七
年
四
月
八
日
（
火
曜
日
）

午
後
一
時
開
議

第
一

港
湾
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
内
閣

提
出
）

第
二

重
要
電
子
計
算
機
に
対
す
る
不
正
な
行
為
に
よ

る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
案
（
内
閣
提
出
）

第
三

重
要
電
子
計
算
機
に
対
す
る
不
正
な
行
為
に
よ

る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係

法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
案
（
内
閣
提
出
）

第
四

日
本
国
の
自
衛
隊
と
我
が
国
以
外
の
締
約
国
の

軍
隊
と
の
間
に
お
け
る
相
互
の
ア
ク
セ
ス
及
び
協
力

の
円
滑
化
に
関
す
る
日
本
国
と
我
が
国
以
外
の
締
約

国
と
の
間
の
協
定
の
実
施
に
関
す
る
法
律
案
（
内
閣

提
出
）

一

人
工
知
能
関
連
技
術
の
研
究
開
発
及
び
活
用
の

推
進
に
関
す
る
法
律
案
（
内
閣
提
出
）
の
趣
旨
説

明参

議

院

議
案
付
託

四
月
七
日
議
長
は
、
次
の
内
閣
提
出
案
を
委
員
会
に
付

託
し
た
。

海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
整
備
に
係
る

海
域
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案
（
閣
法
第
四
六
号
）

内
閣
委
員
会
に
付
託

ま
た
、
同
日
議
長
は
、
衆
議
院
送
付
の
次
の
内
閣
提
出

案
を
委
員
会
に
付
託
し
た
。

裁
判
所
職
員
定
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣

法
第
一
四
号
）

法
務
委
員
会
に
付
託

国
際
開
発
協
会
へ
の
加
盟
に
伴
う
措
置
に
関
す
る
法
律

及
び
米
州
投
資
公
社
へ
の
加
盟
に
伴
う
措
置
に
関
す
る

法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
七
号
）

財
政
金
融
委
員
会
に
付
託

質
問
主
意
書
転
送

四
月
七
日
次
の
質
問
主
意
書
を
内
閣
に
転
送
し
た
。

母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
の
対
象
範
囲
に
関

す
る
質
問
主
意
書
（
柴
田
巧
提
出
）（
第
七
六
号
）

土
地
利
用
状
況
に
関
す
る
報
告
を
踏
ま
え
た
安
全
保
障

と
外
国
人
土
地
取
得
規
制
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

（
神
谷
宗
幣
提
出
）（
第
七
七
号
）

Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
理
解
増
進
法
に
お
け
る
「
不
当
な
差
別
」
の

定
義
の
明
確
化
に
関
す
る
質
問
主
意
書
（
神
谷
宗
幣
提

出
）（
第
七
八
号
）

「
高
度
専
門
職
」
外
国
人
受
入
れ
と
安
全
保
障
上
の
懸

念
に
関
す
る
質
問
主
意
書
（
神
谷
宗
幣
提
出
）（
第
七
九

号
）

診
療
所
医
師
の
引
退
年
齢
を
八
十
歳
と
仮
定
し
て
医
師

偏
在
対
策
を
策
定
す
る
こ
と
の
妥
当
性
に
関
す
る
質
問

主
意
書
（
石
垣
の
り
こ
提
出
）（
第
八
〇
号
）

内

閣

〇
外
務
大
臣
臨
時
代
理
解
職

国
務
大
臣

林

芳
正

外
務
大
臣
岩
屋
毅
帰
朝
に
つ
き
内
閣
法
第
十
条
の
規
定
に

よ
る
臨
時
に
外
務
大
臣
の
職
務
を
行
う
国
務
大
臣
と
し
て

の
指
定
を
解
く
（
四
月
五
日
）

（
警
察
庁
警
備
局
付
）
警
視
長

則
包

卓
嗣

内
閣
事
務
官
（
内
閣
官
房
内
閣
参
事
官
（
内
閣
官
房
副
長

官
補
付
））に
併
任
す
る
（
四
月
七
日
）

〇
叙
位

坂
本

純
一

従
四
位
に
叙
す
る

新

正
人

野
本

大
八

従
五
位
に
叙
す
る
（
各
通
）

上
運
天
次
郎

坂
水

康

佐
野

文
治

清
尾

厚

名
定

健
三

三
浦
敬
二
郎

正
六
位
に
叙
す
る
（
各
通
）

糸
山

昇

小
野

清
司

庄
司

秀
明

冨
岡

實

中
野

昭
範

本
江

宏

松
田

行
正

村
田

浩

山
田

龍
夫

従
六
位
に
叙
す
る
（
各
通
）川

久
保
廣
之

佐
々
木
健
司

正
七
位
に
叙
す
る
（
各
通
）井

島

廣

江
藤

秀
夫

従
七
位
に
叙
す
る
（
各
通
）（
以
上
三
月
三
日
）轡

田

昇
山

従
五
位
に
叙
す
る

金
城

恒
陽

草
刈
日
出
晴

倉
信

彰
義

小
林

正
志

坂
本

守

新
屋

孝
一

鷲
見

度
保

図
師

末
芳

長
瀬

叶
彦

藤
原

孝
彦

森
谷

武

吉
田

啓
康

正
六
位
に
叙
す
る
（
各
通
）

安
藤

政
昭

伊
藤

達
男

伊
藤

文
夫

菊
池

文
彰

草
刈

伸
也

佐
藤

五
郎

雪
江

美
治

従
六
位
に
叙
す
る
（
各
通
）

田
中

清
睦

滑
川

晴
彦

山
本

栄

正
七
位
に
叙
す
る
（
各
通
）

池
田
八
十
二

従
七
位
に
叙
す
る
（
以
上
三
月
四
日
）

（
静
岡
大
学
名
誉
教
授
）

清
水

孝

（
徳
島
大
学
名
誉
教
授
）

吉
森

章
夫

正
四
位
に
叙
す
る
（
各
通
）

（
国
立
天
文
台
名
誉
教
授
）

平
山

淳

従
四
位
に
叙
す
る

梅
垣

努

及
川

勝
義

原
田

志
朗

渡

忠
義

正
六
位
に
叙
す
る
（
各
通
）

伊
東

義
勝

小
堀
正
陽
児

芝
崎

嘉
之

高
林

利
春

谷
ノ
内

隆

出
口

道
博

堀
江

亘

武
藤

幸
夫

森

哲
也

山
口

正
人

従
六
位
に
叙
す
る
（
各
通
）大

西

茂

道
塚

常
義

正
七
位
に
叙
す
る
（
各
通
）岡

部

善
一

新
二
日
市
教
文

従
七
位
に
叙
す
る
（
各
通
）（
以
上
三
月
五
日
）

〇
叙
勲

井
島

廣

小
野

清
司

川
久
保
廣
之

清
尾

厚

本
江

宏

松
田

行
正

瑞
宝
双
光
章
を
授
け
る
（
各
通
）

須
藤

秀
世

中
野

昭
範

瑞
宝
単
光
章
を
授
け
る
（
各
通
）（
以
上
三
月
三
日
）

轡
田

昇
山

瑞
宝
小
綬
章
を
授
け
る

池
田
八
十
二

伊
藤

文
夫

倉
信

彰
義

坂
本

守

佐
藤

五
郎

図
師

末
芳

田
中

清
睦

森
谷

武

吉
田

啓
康

瑞
宝
双
光
章
を
授
け
る
（
各
通
）

伊
藤

達
男

草
刈

伸
也

山
崎

和
一

山
本

栄

瑞
宝
単
光
章
を
授
け
る
（
各
通
）（
以
上
三
月
四
日
）

（
国
立
天
文
台
名
誉
教
授
）

平
山

淳

瑞
宝
小
綬
章
を
授
け
る

岡
部

善
一

出
口

道
博

渡

忠
義

瑞
宝
双
光
章
を
授
け
る
（
各
通
）

新
二
日
市
教
文

中
本

和
夫

瑞
宝
単
光
章
を
授
け
る
（
各
通
）（
以
上
三
月
五
日
）

岩
下

長
幸

瑞
宝
双
光
章
を
授
け
る
（
三
月
九
日
）

官
庁
事
項

北
海
道
開
発
局
公
示

電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成

７
年
法
律
第
39号
）
第
３
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
電

線
共
同
溝
を
整
備
す
べ
き
道
路
を
指
定
し
た
の
で
、
同
条

第
４
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
７
年
４
月
９
日北
海
道
開
発
局
長
坂
場
武
彦

道
路
の
種
類
路
線
名

区
間

一
般
国
道

36号
登
別
市
登
別
東
町
１
丁
目
25番

２
か
ら
同
市
登
別
本
町
１
丁
目

１
番
１
ま
で
の
上
下
線





公 告

令
和

年

月

日
水
曜
日

第




号

官
報

諸 事 項

相続財産清算人の選任及び相
続権主張の催告





令
和

年

月

日
水
曜
日

第




号

官
報





令
和

年

月

日
水
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月

日
水
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月

日
水
曜
日

第




号

官
報

失踪に関する届出の催告

失 踪 宣 告






令
和

年

月

日
水
曜
日

第




号

官
報

除 権 決 定

破産手続開始






令
和

年

月

日
水
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月

日
水
曜
日

第




号

官
報

破産手続開始及び免責許可申
立てに関する意見申述期間






令
和

年

月

日
水
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月

日
水
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月

日
水
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月

日
水
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月

日
水
曜
日

第




号

官
報

破産手続開始・破産手続廃止
及び免責許可申立てに関する
意見申述期間





令
和

年

月

日
水
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月

日
水
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月

日
水
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月

日
水
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月

日
水
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月

日
水
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月

日
水
曜
日

第




号

官
報

破産手続廃止
破産手続廃止及び免責許可決定






令
和

年

月

日
水
曜
日

第




号

官
報

破産手続終結

破産手続終結及び免責許可決定

破産債権の届出期間及び一般
調査期日

破産債権の特別調査期日






令
和

年

月

日
水
曜
日

第




号

官
報

書面による計算報告

小規模個人再生による再生手
続開始






令
和

年

月

日
水
曜
日

第




号

官
報

小規模個人再生による書面決
議に付する決定

給与所得者等再生による再生
手続開始






令和年月日 水曜日 第号官 報
給
与
所
得
者
等
再
生
に
よ
る
再
生

計
画
認
可

会
社
そ
の
他
の
公
告

合
併
公
告

左
記
法
人
は
、
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を

承
継
し
て
存
続
し
、
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
の
で
公
告
し
ま
す
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
四
月
九
日

高
知
県
高
知
市
城
見
町
四
番
一
三
号

（
甲
）
医
療
法
人
高
田
会

理
事
長

髙
田

早
苗

高
知
県
高
知
市
愛
宕
町
三
丁
目
九
番
二
〇
号

（
乙
）
医
療
法
人
悠
仁
会

理
事
長

高
橋
伊
都
子

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

組
織
変
更
後
の
商
号
は
株
式
会
社
Ｓ
ｐ
ａ
ｃ
ｅ

Ｃ
ｕ

ｂ
ｉ
ｃ
ｓ
と
し
、
効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
六
月
一
日
で

す
。こ

の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
四
月
九
日

札
幌
市
中
央
区
南
三
条
東
二
丁
目
一
番
地

合
同
会
社
Ｓ
ｐ
ａ
ｃ
ｅ

Ｃ
ｕ
ｂ
ｉ
ｃ
ｓ

代
表
社
員

荘
司

靖

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
四
月
九
日

茨
城
県
水
戸
市
栄
町
一
丁
目
一
〇

二
五
ほ
し
い

も
Ｂ
．
Ｌ
．
Ｄ
二
〇
一

合
同
会
社
ワ
ン
ス
テ
ッ
プ

代
表
社
員

森
下

弘
明

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
四
月
九
日

東
京
都
渋
谷
区
神
宮
前
六
丁
目
二
三
番
四
号
桑
野

ビ
ル
二
階

合
同
会
社
Ｐ
Ｅ
Ｎ
Ｇ
Ｉ
Ｎ

代
表
社
員

粟
飯
原

匠

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
四
月
九
日

東
京
都
港
区
海
岸
一

二

三
汐
留
芝
離
宮
ビ
ル

デ
ィ
ン
グ
二
一
階

７
Ｗ
ｅ
ｓ
ｔ

Ｄ
ｅ
ｖ
ｅ
ｌ
ｏ
ｐ
ｍ
ｅ
ｎ
ｔ

Ｓ
ｅ
ｒ
ｖ
ｉ
ｃ
ｅ
ｓ
合
同
会
社

代
表
社
員

ア
レ
グ
ザ
ン
ダ
ー
・
バ
ー
バ
チ

コ
フ

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
四
月
九
日

神
奈
川
県
相
模
原
市
南
区
相
模
大
野
八
丁
目
二

四
ク
レ
ヴ
ィ
ア
相
模
大
野
五
〇
三

合
同
会
社
Ｓ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｔ
Ｒ
Ｅ

代
表
社
員

宇
佐
美
充
弘

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
五
月
二
十
三
日
で
あ
り
、
組

織
変
更
後
の
商
号
は
株
式
会
社
Ａ
Ｋ
Ｉ
Ｋ
Ｏ
と
し
ま
す
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
四
月
九
日

愛
知
県
大
府
市
共
西
町
七
丁
目
二
七
七
番
地
の
一

合
同
会
社
Ａ
Ｋ
Ｉ
Ｋ
Ｏ

代
表
社
員

チ
ョ
ン
・
ド
ッ
ク
・
チ
ョ
ン

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
四
月
九
日

大
阪
市
中
央
区
南
久
宝
寺
町
四
丁
目
五
番
一
七
号

合
同
会
社
奈
良
三
条
Ｌ
Ｓ
Ｈ
開
発

代
表
社
員

株
式
会
社
ｄ
ｈ
ｐ
都
市
開
発

職
務
執
行
者

榎
本

泰
之

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
九
千
万
円
減
少
す
る
こ
と
に

い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

金
融
商
品
取
引
法
に
よ
る
有
価
証
券
報
告
書
提
出
済

令
和
七
年
四
月
九
日

東
京
都
港
区
六
本
木
七
丁
目
七
番
七
号

株
式
会
社
ケ
イ
フ
ァ
ー
マ

代
表
取
締
役

福
島

弘
明

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
一
千
万
円
減
少
し
一
千
万
円

と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
七
年
四
月
九
日

兵
庫
県
加
古
郡
播
磨
町
西
野
添
三
丁
目
一
八
番
七
号

株
式
会
社
真
英
住
建

代
表
取
締
役

穐
原

大
崇

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
一
千
五
百
万
円
減
少
す
る
こ

と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
計
算
書
類
の
公
告
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
七
年
四
月
九
日

愛
媛
県
大
洲
市
森
山
甲
九
二
五
番
地
五

有
限
会
社
小
山
建
設

代
表
取
締
役

小
山

忠
光

準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
準
備
金
の
額
を
五
十
億
円
減
少
し
、
六

十
億
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

株
主
総
会
の
決
議
は
、
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日
に
終

了
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

金
融
商
品
取
引
法
に
よ
る
有
価
証
券
報
告
書
提
出
済
。

令
和
七
年
四
月
九
日

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
四
丁
目
三
番
一
号

ラ
オ
ッ
ク
ス
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役

矢
野

輝
治

資
本
金
及
び
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
三
千
三
百
七
十
五
万
円
、
資

本
準
備
金
の
額
を
三
千
二
百
七
十
五
万
円
減
少
し
、
そ
れ

ぞ
れ
〇
円
、
〇
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
令
和
七
年
二

月
十
七
日
付
、
官
報
（
号
外
第
三
十
一
号
）
七
十
頁
に
、

掲
載
し
て
お
り
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
九
日

札
幌
市
白
石
区
本
郷
通
十
丁
目
南
一
番
一
号

山
城
屋
商
事
株
式
会
社

代
表
取
締
役

吉
野

勝
則

資
本
金
及
び
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
四
千
百
五
十
三
万
二
千
九
百

五
十
円
、
資
本
準
備
金
の
額
を
五
億
二
千
六
百
五
十
三
万

二
千
九
百
五
十
円
減
少
し
、
そ
れ
ぞ
れ
三
千
万
円
、
二
十

一
億
一
千
五
百
万
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

株
主
総
会
の
決
議
は
、
令
和
七
年
三
月
二
十
七
日
に
終

了
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

金
融
商
品
取
引
法
に
よ
る
有
価
証
券
報
告
書
提
出
済

令
和
七
年
四
月
九
日

東
京
都
港
区
芝
五
丁
目
二
九
番
一
一
号

株
式
会
社
Ｐ
ｈ
ｏ
ｔ
ｏ
ｓ
ｙ
ｎ
ｔ
ｈ

代
表
取
締
役
社
長

河
瀬

航
大

基
準
日
設
定
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
五
月
一
日
を
基
準
日
と
定
め
、
同

日
午
後
五
時
現
在
の
株
主
名
簿
上
の
株
主
を
も
っ
て
、
そ

の
所
有
す
る
株
式
一
株
を
一
〇
〇
株
と
す
る
株
式
分
割
に

よ
り
株
式
の
割
当
て
を
受
け
る
株
主
と
定
め
ま
し
た
の
で

公
告
し
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
九
日

東
京
都
千
代
田
区
内
神
田
一
丁
目
八
番
一
一
号
東

京
保
井
ビ
ル
八
Ｆ

株
式
会
社
減
災
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
ズ

代
表
取
締
役

大
新

拓
憲





令和年月日 水曜日 第号官 報
定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
四
月
二
十
四
日
付
で
株
券
を
発
行

す
る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
九
日

横
浜
市
都
筑
区
大
熊
町
二
七
番
地
一

東
北
製
材
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長

大
石

哲
司

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
四
月
三
十
日
付
で
株
券
を
発
行
す

る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た

の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
九
日

新
潟
市
江
南
区
亀
田
工
業
団
地
二
丁
目
二
番
三
号

新
潟
県
観
光
物
産
株
式
会
社

代
表
取
締
役

馬
場

吉
彦

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
四
月
二
十
五
日
付
で
株
券
を
発
行

す
る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
九
日

山
梨
県
甲
府
市
上
町
二
二
四
四
番
地

向
山
塗
料
株
式
会
社

代
表
取
締
役

向
山

明
好

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
五
月
一
日
付
で
株
券
を
発
行
す
る

旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の

で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
九
日

愛
知
県
西
尾
市
上
羽
角
町
風
越
六
番
地

タ
カ
ラ
化
成
工
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役

木
村

友
一

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
四
月
三
十
日
付
で
株
券
を
発
行
す

る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た

の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
九
日

大
阪
市
平
野
区
加
美
正
覚
寺
四
丁
目
三
番
二
一
号

株
式
会
社
東
大
阪
自
動
車
教
習
所

代
表
取
締
役

藤
本

道
昭

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
四
月
二
十
五
日
付
で
株
券
を
発
行

す
る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
九
日

愛
媛
県
松
山
市
東
長
戸
四
丁
目
五
番
三
八
号

港
産
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役

中
矢

眞
悟

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
二
億
円
減
少
す
る
こ
と

に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の

と
お
り
で
す
。

h
ttp
s://w

w
w
.k
a
ik
ei -h
o
m
e.co
m
/a
x
ess/0104/

in
d
ex
.h
tm
l

令
和
七
年
四
月
九
日

東
京
都
港
区
六
本
木
一
丁
目
九
番
一
〇
号
ア
ー
ク

ヒ
ル
ズ
仙
石
山
森
タ
ワ
ー
四
〇
階

ア
ジ
ア
ラ
イ
フ
３
特
定
目
的
会
社

取
締
役

ベ
ネ
ッ
ト
佳
恵
子

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
七
千
万
円
減
少
す
る
こ

と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の

と
お
り
で
す
。

h
ttp
s://w

w
w
.k
a
ik
ei -h
o
m
e.co
m
/a
x
ess/0106/

in
d
ex
.h
tm
l

令
和
七
年
四
月
九
日

東
京
都
港
区
六
本
木
一
丁
目
九
番
一
〇
号
ア
ー
ク

ヒ
ル
ズ
仙
石
山
森
タ
ワ
ー
四
〇
階

ア
ジ
ア
リ
ビ
ン
グ
１
特
定
目
的
会
社

取
締
役

ベ
ネ
ッ
ト
佳
恵
子

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
三
億
円
減
少
す
る
こ
と

に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の

と
お
り
で
す
。

h
ttp
s://w

w
w
.k
a
ik
ei -h
o
m
e.co
m
/a
x
ess/0080/

in
d
ex
.h
tm
l

令
和
七
年
四
月
九
日

東
京
都
港
区
六
本
木
一
丁
目
九
番
一
〇
号
ア
ー
ク

ヒ
ル
ズ
仙
谷
石
山
森
タ
ワ
ー
四
〇
階

ア
ジ
ア
５
特
定
目
的
会
社

取
締
役

ベ
ネ
ッ
ト
佳
恵
子

債
権
申
出
の
公
告
（
第
三
回
）

当
企
業
年
金
基
金
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
厚
生
労
働

大
臣
の
認
可
を
受
け
基
金
の
解
散
の
認
可
が
あ
っ
た
も
の

と
み
な
さ
れ
た
の
で
、
当
基
金
に
債
権
を
有
す
る
者
は
、

本
公
告
第
一
回
掲
載
（
令
和
七
年
四
月
七
日
）
の
翌
日
か

ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。
右
期
間
内
に
お
申

し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
九
日

東
京
都
千
代
田
区
内
神
田
二
丁
目
二
番
一
号

昭
和
産
業
企
業
年
金
基
金

清
算
人

小
林
絵
美
子

取
消
公
告

令
和
七
年
三
月
十
七
日
掲
載
の
優
先
資
本
金
の
額
の
減

少
公
告
は
取
消
し
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
九
日

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
二
丁
目
六
番
一
号

Ｆ
ｕ
ｓ
ｉ
ｏ
ｎ
特
定
目
的
会
社

取
締
役

長
尾

誠

訂
正
公
告

令
和
七
年
二
月
十
四
日
（
号
外
第
三
十
号
）
掲
載
の
第

十
一
期
決
算
公
告
（
枠
組
）
中
、（
う
ち
当
期
純
損
失
）
の

金
額「（3

,7
9
0
,6
8
2

）」と
あ
る
は「（7

6
,8
3
7

）」の
誤
り
に
つ

き
訂
正
し
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
九
日

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
二
丁
目
六
番
一
号

Ｄ
ｒ
．
Ｊ
Ｏ
Ｙ
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長

石
松

宏
章


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